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令和7年第1回定例会
予算特別委員会資料第15号
高野委員請求
職員課

会計年度任用職員の任用状況等について

1会計年度任用職員の職種、任用件数、構成比(令和6年4月1日時点)

職 種

一般事務職員

技術職員

医師

医療技術員

看護師等

保育士等

技能労務職員

教員・講師

図書館職員

その他(放課後児童支援員等)

合 計

任用件数

469人

1A

OA

77 A

89人

114A

88人

46人

29人

374人

し287人

構成せ

36.4%

0.1%

0.0%

6.0%

6.9%

8.9%

6.8%

3.6%

2.3%

29.1%

100.0%

※対象者は、令和6年4月1日に在職している月額及び時間額会計年度任用職員

※令和6年度会計年度任用職員制度の施行状況等に関する調査結果(任用件数等)

に準じている。

2会計年度任用職員の超過勤務時間数(令和5年度実績)

.年間7,268時間(1人当たり年間20.7時間、月平埼1.7時間)

※対象者は、令和6年3月1日に在職している月額会計年度任用職員
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令和7年第1回定例会

予算特別委員会資料第16号

高

高

野

齢

委員雷

福 祉

o国分寺市高齢者等住宅保誰要綱

平成8年7月1日

要綱第8号

最近改正令和3年6月30日

(目的)

第1条この要綱は、高齢者世帯、障害者がいる世帯及びひとり親世帯(以下「高齢者等」

という。)が市内で転居する場合に、国分寺市(以下「市」という。)が当該転居先の住

宅に係る賞貸借契約の保証人となること(以下「住宅保証」という。)により、住宅を円

滑に確保し、もって高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(住宅保証を受給できる者)

第2条住宅保冗を受給できる者は、住宅の取壊し等により住宅に困窮している者で、次の

各号に定める要件のいずれにも該当するものとする。

(1)市内に1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する

住民基本台帳に記録され、引き続きその状況を有すること。

(2)次のいずれかに該当する世帯の世帯主又はこれに準ずる者であること。

ア65歳以上の者のひとり暮らしの世帯又は世帯の構成員が65歳以上の者を含む60歳

以上の者のみの世帯

イ身体障害者手帳(4級以上とする。)又は愛の手帳(3度以上とする。)の被交付

者のいる世帯

ウひとり親の世帯でその児童全員の年齢が18歳未満である世帯

(3)申請者の属する世帯以外に2親等以内の親族がいないこと。

(4)保証人となるべき知人等がいないこと。

2前項の規定にかかわらず、同項各号のいずれかの要件を欠く者であって、市長が必要と

認めるものについては、当該各号の要件を満たすものとする。

(住宅保証の内容)

第3条市は、住宅の賞貸借契約上の保証人として、第8条の規定により住宅保誰の決定を

受けた者が市内の民間住宅の賞貸借契約を締結する場合に、当該賞貸借契約から生じる債

務のうち、滞納家賃6箇月分までに限り、当該年度の予算の範囲内において、家主に対し

保証するものとする。

2前項に定める保麺のほか、市は、家主に対し第14条第2項に定める保証を行う。

3市は、前2項に定めるもののほか、特に必要と認めるときは、家主に対し必要な援助を

求

課
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することができる。

(住宅保証の申請)

第4条住宅保証を受けようとする者(以下「住宅保証申請者」という。)は、国分寺市高

齢者等住宅保証申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しその決定

を受けなけれぱならない。

(住宅保証の仮決定) �

第5条市長は、前条の申請があったときは、申請内容を審査し、住宅保髄の適否を仮に決

定し、国分寺市高齢者等住宅保証仮決定.却下通知書(様式第2号)により、当該申請者

に通知する。

2前項に規定する仮決定の有効期限は、当該住宅保誰申請者が住宅の賃貸借契約を締結す

るまでの問とする。

(仮決定の取消し)

第6条市長は、仮決定を受けた者(以下「被仮決定者」という。)が次のいずれかに該当

したときは、当該仮決定を取り消すものとし、国分寺市高齢者等住宅保証仮決定取消通知

書(様式第3号)により、被仮決定者に通知する。

(1)不正又は虚偽の申請により決定を受けたとき。

(2)住所を市外に移したとき。

(3)仮決定を受けた後1年間住宅の賃貸借契約を締結しなかったとき。

(4)その他市長が特に必要と載めるとき。

(住宅保証の受給申請)

第7条被仮決定者は、住宅の賞貸借契約締結前に、国分寺市高齢者等住宅保証受給申請書

(様式第4号)に、締結を予定している賃貸借契約書その池必要な書類を添付して、市長

に提出しなけれぱならない。

(住宅保証の決定)

第8条市長は、前条の申請があったときは、申請内容を審査し、当該住宅保証の可否を、

国分寺市高齢者等住宅保狂決定・却下通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知す

る。

(住宅保証被決定者)

第9条市は、前条の規定により住宅保証の決定を受けた者(以下「住宅保証被決定者」と

いう。)に対し、第3条に定める住宅保註を行う。

(住宅保証の期間)
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第10条住宅保証の期間は、賃貸借契約期間とする。ただし、2年を限度とするものとする。

(賃貸借契約書の指定)

第11条住宅保証披決定者が住宅の賃貸借契約に用いろ賃貸借契約書は、市が定めたもの又

はそれに準ずるものでなければならない。

(住宅保征の取消し)

第12条市長は、住宅保証被決定者が次の要件に該当するときは、その決定を取り消すもの

とし、国分寺市高齢者等住宅保証決定取消通知書(様式第6号)により、当該住宅被決定

者及び同人と住宅の賃貸借契約を締結している賃貸人(以下「家主」という。)に通知す

る。

(1)不正又は虚偽の申請により決定を受けたとき。

(2)住所を市外に移したとき。

(3)その他市長が特に必要と認めるとき。

(再申請)

第13条第10条に規定する住宅保証の期間が満了した住宅保証被決定者で、引き続き住宅保

証を受けようとする者は、国分寺市高齢者等住宅保証受給申請書に必要な書類を添付して

市長に提出しなければならなレ、。

2市長は、前項の申請があったときは、申請の内容を審査し、住宅保証の可否を、国分寺

市高齢者等住宅保謎決定.却下通知書により、当該申請者に通知する。

(家財保険契約)

第14条市長は、住宅保証被決定者を被保険者とする借家人賠償責任担保特約及び個人賠償

責任担保特約付きの家財保険契約を締結する。この場合において、当該家財保険契約に係

る保険金額の上限は、次の各号に掲げる保険等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)家財保険1, 000, 000円

(2)借家人賠償責任担保特約10,000, 000円

(3)個人購償責任担保特約100, 000,000円

2市長は、家財保險から支払われる保険金のうち借家人賠償責任担保特約及び個人賠償責

任担保特約から支払われる保険金は、家主等に対する責務について市が行う保証に充て、

家財保険から支払われろ保険金は、住宅保証被決定者に対する見舞金に充てるものとするC

3住宅保証被決定者は、第1項に規定する保険契約に関する手続を行うときは、関係書類

を、事前に、市長に提出しなければならない。

(市の支援)’
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第15条市長は、住宅保証の期間中、住宅保証被決定者に対し必要な助言を行うものとし

家主にせしても可能な支援を行うものとする。

附MIJ

この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、決裁の日から施行する。

附MIJ

(施行期日)

1この要綱は、決裁の日(以下「施行日」という。)から施行すろ。

(経過措置)

2この要綱による改正後の国分寺市高齢者等住宅保誰要綱(以下「新要綱jという。)第

14条の規定は、施行日以後に新要綱第8条又は第13条第2項の規定により審直の決定を受

けた者にっいて適用し、施行日前に審査の決定を受けた者にっいては、なお従前の例によ

ろ。

附XIJ抄

(施行期日)

1この要綱は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(第3条の規定による国分寺市高齢者等住宅保証要綱の一部改正に伴う経過措置)

4施行日前に第3条の規定による改正前の■分寺市高齢者等住宅保髄要綱の規定により

なされた申請、手続その他の行為は、第3条の規定による改正後の国分寺市高齢者等住宅

保註要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則

この要綱は、決裁の日から施行する。

附XIJ

(施行期日)

1この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに

限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式略
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高齢者居住公的保証事業対象者数(平成31年度～令和5年度)

対象者数
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学童保育所の在籍児童数・定貢数・施設数について(各小学校ごと)
令和 7

チ算特別

g III

モピも

年第 I 旧

委g会資料

を 貝

子育て

定例会

第I g号

糖 ホ

支援 g

四小

施設名

第一東元町学童

第二東元町学童

キ童保じやんぶ
束元町クラブ

キッズクラブ・束元町

第一光町学童

第二光町学童

第三光町学童

第四光町学童

ふじSUNクラブ

第一東恋ケ窒学童

第二東恋ケ窒学童

学童保育所かがやき

ウィスムアカテミー

国分寺校

第一泉町学童

第二泉町学童

第三泉町学童

colors西元可

学童保育所

キッズクラブ泉町

キッズクラブ泉町第2

第一日吉町学童

第二日吉町学童

第三B吉町学童

第一新町学童

第二新町学童

学保じやんぶ

束戸倉クラブ

第一本多学童

第二本多学童

第二本多学童

国分駅化口

和みっこクラブ

保じやんぶ

本町クラプ

西町学童

s恋ケ窒学童

戸倉学童

キッズクラブ戸倉

合計

定貝(人)

41

16

\1

38

60

55

30

30

45

46

42

40

45

71

30

32

45

22

32

56

35

35

61

56

40

40

37

26

45

30

45

81

53

40

1.419

在籍数(人)

86

15

14

14

65

61

44

41

44

75

72

41

48

81

36

45

45

16

24

47

47

53

65

68

41

53

48

33

38

29

80

104

106

37

1.716

令和7年I月I日規在

施設数学g内ぐ)*合針#6力す数を針定か:対する％ (B/A)

4 114 12<? 113.2%

5 220 255 115.9%

4 173 236 136.4%

6 232

178

247

201

106.5%

116.7%

110.8X

112.9%

177.8%

128.4X

153.8X

120.TO

※三季のみ利用の児童数を除く
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令和7年第1回定例会

予算特別委員会資料第25号

皆川委員請求

子育て相談室

児童発達支援センターつ<しんぼの支援体制の強化と取組の充実について

①療育指導・相談担当(月額会計年度任用職員)の増員

令和7年度 令和6年度
つ<しんぼ障害児

療育指導.相談業務(人) 22 20

増員数

2

②専門相談の拡充

感覚統合訓練(回)

令和7年度

4 8

令和6年度

27

増回数

2 1



令和7年第1回定例会

予算特別委員会資料第26号

鈴木委員請求

政 策 法 務 課

「市長への手紙」直近5年分の件数(手紙・ FAX ・ メール別)

ラち、返信した件数・市長名での返信件数

年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

令和6年度

(1月末まで)

種別

手紙

フアックス

� -;l/

小計

手紙

フアッタス

� ̶ }�

小計

手紙

フアックス

� ̶ /l�

小計

手紙

フアックス

� dレ

小計

手紙

フアツクス

� ̶)�

小計

収受件数

54

13

369

436

54

15

352

421

44

9

194

247

44

2

166

212

30

7

170

207

回答件数

36

5

131

172

40

2

131

173

28

3

114

145

24

1

86

Ill

17

3

76

96

系「市長への手紙」は、広聴制度の一つとして、市政に対する意見等を市長を宛先と

して送付いただくものであり、市長から回答を行う制度ではない。

※収受件数には、氏名等不詳で回答できないもの、差出人が回答を希望しないものな

どが含まれるため、回答件数とは一致しない。



国分寺市介護未経験者研修費用補助金交付実績(平成31年度～令和5年度)

交付人数(人)

7

4

n

4

3

交付額旧)

395,000

225,000

684,000

241,000

175,000度和令

度4和
.

令

度和令

度和令
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o国分寺市介護未経験者研修費用捕助金交付要綱

平成31年3月28日

要綱第6号

(趣旨)

第1条この要綱は、介護に関するサービスの提供体制の確保及び質の向上のため、研修を修了し、市

内事業所等に就業した者に対して、国分寺市介護未経験者研修費用捕助金(以下「捕助金」という。)

を交付することにっいて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条この要綱において「研修」とは、介護職員初任者研修課程又は生活援助従事者研修課程をいう。

2この要綱において「市内事業所等」とは、市内に所在する次に掲げるサービスを行う事業所又は介

譲保険施設をいう。

(1)指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション及び居宅療養管理指導を除く。)

(2)指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リ'\ビリテーション及び介護予防居

宅療養管理指導を除く。)

(3)指定地域密着型サービス

(4)指定地域密着型介護予防サービス

3前2項に定めるもののほかこの要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)

及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条補助金の交付の対象となろ者は、捕助金の交付を受けようとする年度の前年度の4月1日以後

に研修を修了した者であって、当該修了の日から3月以内に市内事業所等に介護職員として就業した

もの(当該市内事業所等の事業者又は開設者に雇用されている者に限る。)のうち、申請の日におい

て当該市内事業所等に引き続き3月以上就業しているもの(訪問介護員等として就業し、その勤務日

及び勤務時間が不定期な場合にあっては、申請の日の属する月前3月の市内事業所等における従事時

間の合計が90時間を超えているもの)とする。

.(対象経費及び交付額)

第4条補助金の対象となろ経費及び交付の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条捕助金の交付を受けようとする者は、国分寺市介護未経験者研修費用捕助金交付申請書兼請求

書(様式第1号)次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)就業証明書(様式第2号)

(2)研修を行った者が交付する当該研修の修了を証明すろ書類の写し

(3)研修の受講に要した費用の領収書

1/2



(4)前3号に掲げるもののほか市長が必要と認めるもの

(交付決定等)

第6条市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市介護

未経験者研修費用捕助金交付決定.不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通

知する。

2前項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)は、予算の範囲内で、申請の

順序により行うものとする。

3市長は、交付決定をしたときは、速やかに捕助金を交付決定を受けた者(以下「交付決定者」とい

う。)が指定すろ口座に振り込むものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すろと認めるときは、交付決定を取り消すこ

とができる。

(1)偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2)交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

2市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る捕助金を既に交

付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第8条この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附glj

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

捕助対象経費 交付額

修の受講に要した費用げキストき助対象経費に相当する額(その額に1, 000円未満の端

代、実習に要した費用等を含む。)‘があるときは、その端数は切り捨てる。)又は66,000

円のいずれか少ない額

備考

1捕助金の交付の対象となる研修は、申請の日において就業している市内事業所等に就業した日

前3月以内に修了したものとする。 �

2補助金は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程のそれぞれについて交付する。

様式略

2/2



令和7年第1回定例
予算特別委員会資料第30
中山委員請
障 害 福 祉

会

号

求

課

成年後見制度利用支援事業について

【令和7年度からの変更点】

1申立費用助成(新規)

後見、保佐又は補助開始の審判の請求に要する費用を助成するe

申立人 助成概要

本人

親族

その他※

(成年後見人等、任意

後見人、成年後見監

督人等、検察官)

(対象)生活保護受給者または申立費用を控

除した資産額が最低生活費の額に満たない世

帯に属する者

同上

同上

【助成額(実費)】
・収入印紙
申立手数料
後見登記手数料

・切手
郵送料

・診断書作成費用
・鑑定費用

(上限1〇万円)

糸被後見人等の症状が回復した場合または悪化した場合の類型変更手続きを行う場合に、申

立人となる可能性がある。

2報酬負担費助成(申請要件の見直し)

生活保護受給者ではないが経済的困窮のある方について、本人・親族等による申

立てにより成年後見制度を利用する場合を、報酬負担費助成の対象に追加する。

対象者

生活保護受給者

審判により決定した報酬額を控除し

た資産額が、最低生活費の額に満た

ない世帯に属する者

申立人

首長

本人

親族

その他

首長

本人

親族

その他

規行

0

0

0

0

0

x

x

x

変更後

0

0

0

0

0

0

0

0



令和7年第1回定例会

予算特別委員会資料第31号

中 山 委員請求

保育幼稚園課

①利用者負担額徴収基準額表の階層区分ごとの人数

階圓

区分

A

B

c

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D1 1

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

D19

20

D21

D22

各月初日の在籍支給認定子どちの属ずる世帯の階層区分

令和6年8月在籍時点

3歳末満児

定 義

生活保漢法による被保護世帯(単給世帯を言む。)及び中国残圈邦人等の円滑な帰
国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに令第15条の3 (法第
30条の4第3号の政令で定める揚合及び市町村民税在。モされないちのに準ずる
者)第2項第3号じ掲げる小規模住居型冗童養育事業をbつ者又は里親である保。養
者

当ぶ年度分の市町村A階麗を除<市町村民税非速税世帯
民税額が右。Bの区s

じぶ当する世帯市町村民税が均等割のみの課税世帯 �

5,�円末満の世帯

5,�円以上28,500円宋満の世帯

28,5m円以上29,5m円末満の世帯

29,5m円以上3ら�円未満の世帯

36,�円以上50,5m円末満の世帯

50,5m円以上76,7m円未満の世帯

76,7m円以上9ス1m円末満の世帯

9ス1m円以上121,000円末満の世帯

1 21 ,�円以上14zom円未満の世帯

1 42,�円以上161 ,�円宋満の世帯

き■き■�■� 161,�円以上192,M0円末満の世帯
'-ネ3f�#lこ1 92,000円以上218,0m円宋満の世帯

21 8,0m円以上243,500円未満の世帯

243,5m円以上269,5m円宋満の世帯

269,500円以上303,5m円未満の世帯

303,5m円以上327,�円未満の世帯

32スmo円以上366,�円末満の世帯

366,�円以上414,�円末満の世帯

41 4,�円以上446,�円未満の世帯

446,mo円以上479,�円末満の世帯

479,�円以上51o,mo円未満の世帯

510,�円以上の世帯

利用者負担額
(月額)旧)

0

0

2,400

3,300

4,100

5,900

6,900

8,300

9,800

1 2,900

17,000

22,600

27,200

30,000

32,600

34,500

36,500

38,600

40,600

43,300

45,700

48,500

50,600

52,800

55,100

階麗人数
(A)

6

23

7

5

18

0

7

25

39

48

71

80

100

152

129

123

103

125

79

97

78

37

31

32

108

※利用者負担額及び階層人数は、「標準時間保育認定」のちの。

②利用者負担額の平均と中央値

3歳未満児

利用者負拍額(円)

平ね 33,269

中央値D13 34,500



①障害児保育における年齢別の園児数(令和7年2月1日時点)

※私立保育園は、障害児保育事業費等の申請があった園児のみで算出

年齢

0歳

1歳

2歳

3歳

4歳

5歳

合計

人数

1

3

6

18

15

17

60

②全施設数及び障害児受け入れ施設数(令和7年2月1日時点)

※私立保育園は、障害児保育事業費等の申請があった施設のみ算出C

全施設数 施設数

45 27

③障害児受け入れ施設への捕助内容

0公定価格における加算(療育支援加算)

主任保育士専任加算の対象施設かつ障害児を受け入れている施設において、主任保育士

を補助する者を配置し、地城住民等の子どもの療育支援に取り組む場合に加算する。

.基本額【1施設あたり】

特別児童扶養手当支給対象児童受入施設52,030円/月

それ以外の障害児受入施設 3も680円/月

※上記に加え、各施設における保育士処遇改善加算にかかる加算率に応じた加算額

が追加される。

0保育サービス推進事業補助金(都補助特別保育事業等椎進加算障害児保育)

・特別児童扶養手当支給対象児45,000円/月

.その他(知的) 38, 000円/月

・その他(身体) 31, 000円/月

0障害児保育事業費・障害児保育実施補助金(市独自補助)

障害児に対して加配を付ける施設に対して例月の委託費と併せて補助。

・障害児保育事業費 104, 420円/月

・障害児保育実施補助金 95,580円/月
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令和7年第1回定例会

予算特別委員会資料第35号

高瀬委員請求

高 齢 福 祉 課

令和7年度認知症予防普及啓発事業概要(案)

1目的

認知症基本法施行により、認知症予防に関する正しい知識や最新情報等の普及啓発に

より、新しい認知症観にたった認知症や認知症の人に関する理解を促進する。

2 業内容

認知症予防に係る普及啓発の取組

(1)認知疾月間(9月)における認知症予防普及啓発イベント

・認知症予防普及啓発講演会講師:医師(認知症予防を専門とする)

.あたまの健康チェック申込受付(10月以降に市内各地域で開催)

(2)あたまの健康チェック(認知機能評価)

①地域の関係機関・団体を対象とした「あたまの健康チェック」説明会の開催(上半期)

※地域包括支援センター'民生児童委員'老人クラブ・シルバ'一人材センターなど

②市内公共施設6施設でのあたまの健康チェツク開催

対象:50歳以上(市内に住所を有する)対面式検査(1人10分程度)

あたまの健康チェツクとは

もの忘れの自覚がない予防段階や若年層など、健常域から認知機能を評価

注)認知機能の評価で認知症の診断に用いるスケールではない

3実夕態

上記2の(1)及び(2)を一体的に事業者へ委託

※講演会及びあたまの健康チェツクの受付等の一部の事務は市が実施

4その也

都補助10/10 (人口による基準額)を活用令和6年度から令和10年度まで

※都補助の普及啓発メニューを活用した場合、翌年以降認知症検診を実施することが補助要件



令和7年第1回定例会
予算特別委員会資料第36号
高野委員請求
道路管理課

国分寺市道路反射鏡設置基準

第1目的

この基準は、市内の道路において道路反射鏡(以下「反射鏡」という。)

を適切に設置し、道路上の安全を図り、交通事故を未然に防止することを目

的とすろ。

第2対象となる道路

設置の対象となる道路は、次の各号のいずれかに該当する道路とする。

1市道(行き止まり道路を除く)

2雨端が市道又は都道に接している私道

3市道(行き止まり道路)

4私道(行き止まり道路)で享両を使用する沿道の世帯数が10以上のとこ

ろ

第3設置できる場所

設置できる場所は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1屈折、屈曲部であり、かつ見通しの悪い場所

2信号のない交差部で、かつ見通しの悪い場所

第4設置できる条件

設置できる条件は、次の各号に定める内容をすべて満たすこととする。

1反射鏡の設置により、道路の通行の妨げにならないこと。

2反射鏡は、物理的かつ安全に設置できる場所に設置すること。

3反射鏡を設置することにより、設置箇所に隣接する土地、建物等の利用

の妨げにならないこと。

4道路敷地内に設置すること。但し、道路の幅員、構造等の理由から道路

敷地内に設置できない場合及び設置しようとする道路敷地が私有地の場合

は、設置しようとする場所の土地所有者から反射鏡設置同意書(様式1)

1



によって同意を得た上で当該土地上に設置するものとすろ。

第5開発事業に伴う反射鏡の設置

国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号。以下「まちづくり条例」

という。)に定める開発事業に伴う反射鏡の設置については、本基準の規定

を準用して、開発事業者とまちづくり条例に定める協議を行うものとする。

第6その他

この基準に定めのない事項については、その都度協議すろものとする。

様式1反射鏡設置承諾書

2



【参考】対象となる道路の参考図

市道(行き止まり道路を除〈)

市道または都道

市道(行き止まり道路)

市道または都道

市
道

市
道

市道または都道

両端が市道又は都道に接している私道

市道または都道

私道(行き止まり道路)で車両を使用する

沿道の世帯数が10以上のところ

市道または都道

私

道

市道または都道

①I⑥
② ⑦

③ ⑧

④ ⑨

⑤ ⑩

3



(様式1)

国分寺市長殿

年月日

所有者 住所

氏名

電話

⑩

道路反射鏡設置承諾書

下記土地において、道路反射鏡を設置することを承諾します。なお、設置後の道路

反射鏡の維持管理は貴市が行うよう願います。

記

場所 国分寺市 町 丁目 番地先

3設置基数 基

【備考】

・所有者の欄は、必ずご本人が自署・押印してくださレ、。

【以下処理欄】

仕様

管理番号

備考

-面.二面

4



令和7年第1回定例会

予算特別委員会資料第37号

木村委員請求

道路管理課

市内LED化状況

街灯

照明灯

街灯+照明灯

(LED済)2.580基
(所有灯数)2,580 s

(LED済)1,248基
(所有灯数)1941 s

(LED;�) 3,828基
(所有灯数)4521 £

LEDイヒ率 100.00%
残 0基

LEDイヒ率 64.30%
残 693基

LEDイヒ率 84.67%
残 693基

令和フ年2月28日時点

自治会灯

(LED済う4,238基
(所有灯数)4,644基※

しEDイヒ$
残 406基

91.26%

令和7年2月28日時点

※自治会灯の所有灯数については、令和5年10月末時点のものです。

1
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